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（一関市藤沢Ｂ＆Ｇ海洋センター管理運営規則の一部を改正する規則） 

改正前 改正後 

（附属設備等の使用料） （附属設備等の使用料） 

第12条 条例別表第４第１項備考３に規定する附属設備及び備品等の使

用料は、別表第１のとおりとする。 

第12条 条例別表第３第１項備考３に規定する附属設備及び備品等の使

用料は、別表第１のとおりとする。 

２ 条例別表第４第３項に規定するその他の場所の使用料は、別表第２

のとおりとする。 

２ 条例別表第３第３項に規定するその他の場所の使用料は、別表第２

のとおりとする。 

（使用料の還付） （使用料の還付） 

第13条 条例第11条ただし書の規定により既納の使用料を還付すること

ができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

第13条 条例第12条ただし書の規定により既納の使用料を還付すること

ができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

 ～  ［略］  ～  ［略］

２ ［略］ ２［略］ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第14条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できる場合及びその割合は、一関市公の施設の使用料の減免に関する

規則（平成21年一関市規則第２号）によるものとする。 

第14条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することが

できる場合及びその割合は、一関市公の施設の使用料の減免に関する

規則（平成21年一関市規則第２号）によるものとする。 

別表第１（第12条関係） 別表第１（第12条関係）
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区分 単位 使用料 

電気器具等 

  を持込使用す 

る場合の電気料金

１回につき消費電力

量１kwhまで 

50円

１回につき消費電力

量１kwhを超える場合 

３kwhまでは100円とし、

３kwh増えるごとに50円

を加算した額 

区分 単位 使用料 

電気器具等（消費電

力の合計が500Wを

超 え る 場 合 に 限

る。）を持込使用す

る場合の電気料金

コンセント１か所に

つき１時間（コンセン

ト１か所当たりの消

費電力は1500Wまでと

する。） 

50円
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備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 


